
 

 

 

（平成２９年２月２０日） 

相談事例１  

スマートフォンに、「有料動画の月額料金が未納。解約の連絡がない場合には強制執行になる」
とのＳＭＳ（ショートメッセージサービス）が届いた。ＳＭＳに書かれていた電話番号に電話を
すると、債権回収会社のような社名を名乗った。「月額料金は 7800円で、未納は 10万円になる。
支払わないと裁判になるので支払った方がよい。」と言う。聞かれるままに、氏名と生年月日を伝
えてしまった。（２０歳代 女性） 

相談事例２  

携帯電話に、覚えのない月額料金の請求メールが入った。「○○債権株式会社」と名乗る事業者
からのメールで「本日中に連絡なき場合は法的手続きに入る」と書かれていた。電話すると、「9
か月前に動画サイトにアクセスし、契約申込をしている。誤ってクリックしてしまったのかもし
れず、その時以来、一度も視聴していないが、月額料金が 7000 円でその他の費用も合わせて、
約 7万円の支払義務がある。」と言われた。心当たりが全くないし、いきなり法的手続きとはおか
しい。（６０歳代 女性） 

 
 

★ 架空請求メールは無視して削除しましょう！ 

突然、未納料金を請求するメールやＳＭＳが携帯電話に届いたら、「未払いの覚えはないが、問い合

わせてみようか」と思ってしまいがちです。中には、債権回収会社まがいの社名を名乗って、いかにも正

当な料金請求であるかのように思わせるものもありますが、「法的手続き」「裁判」等の言葉にあわてない

でください。不審なメールは無視して削除し、連絡はしないようにしましょう。 

★ 連絡してしまった場合も、個人情報は伝えないでください！ 

連絡してしまった場合でも、氏名や住所など個人情報は伝えないようにしましょう。以後は、知らない

番号からの電話に出ないことと、請求メールが来ても無視することを徹底してください。支払請求には絶

対に応じてはいけません。 

※参考：東京くらし WEB「ＳＴＯＰ架空請求」（架空請求の対処方法を知りたい） 

  →http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/taisho.html 

★  困ったときには消費生活センターに相談を！ 

不審なメールに困惑したときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

 

 

 

 

＜架空請求通報サイトへ情報をお寄せください＞ 
「東京くらし WEB」において、架空請求を受けた方からの通報を受け付けています。通報いただいた内容は、

架空請求事業者一覧ページでの情報提供や、架空請求メール送信事業者に対する警告等に活用します。 
東京くらしＷＥＢ「ＳＴＯＰ架空請求」（架空請求通報受付中） 
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/report.html 

債権回収会社を装った架空請求に注意！ 
～「料金未納により法的措置をとる」と書かれていても、あわてないで～ 

～消費者注意情報～ 

ココに注意！・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス 

東京都消費生活総合センター 

東京都消費生活総合センター 

０３－３２３５－１１５５（相談専用電話） 

 ０３－３２３５－２４００（架空請求 110 番） 
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